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伯耆町 総務課 



提出課：  住民課

議案番号

78

（提案理由及び概要）

 ２．概要

（改正内容）

 ３．施行期日

提出課：  健康対策課

議案番号

79

（提案理由及び概要）

 １．理由　　 健康保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行う。

 ２．概要 一部負担金の額について定めた規定中引用する健康保険法施行令の条項を改める。

 ３．施行期日 公布の日

伯耆町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正
について

 １．理由　　 　 地域再生法が改正されたことに伴い、伯耆町地方活力向上地域における固定資産税の
不均一課税に関する条例の一部を改正する。

平成３２年３月３１日までの間に地方活力向上地域等特定業務整備計画の認定を受け、当
該認定の日から２年以内に東京２３区から本社機能を移転した施設を新設し、又は増設し
た者について、固定資産税を３年間課税免除（現行不均一課税）する。

公布の日

伯耆町特別医療費助成条例の一部改正について



提出課：  総務課

議案番号

80

（提案理由及び概要）

 １．理由　　 鳥取県町村総合事務組合規約を変更することについて、地方自治法（昭和22年法律
第67号）第290条第１項の規定により、議会の議決を求めるもの。

 ２．概要 ①構成団体の増加（規約第２条関係）

②新規加入団体が参加する共同処理事務（規約第３条関係）

事務 備考
18団体
※変更なし

15団体
※変更なし
19団体

 ３．施行期日 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定による知事の許可を
受けた日から施行し、平成31年４月１日から適用する。

鳥取県町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合規約の変更
について

規約変更後
の構成団体

15町村
20団体
※南部箕蚊
屋広域連合
及び日野病
院組合を追加

日野町江府町日南町衛生施設組合
南部町・伯耆町清掃施設管理組合
鳥取中部ふるさと広域連合
南部箕蚊屋広域連合
日野病院組合

　南部箕蚊屋広域連合、日野病院組合の2団体が鳥取県町村総合事務組合に加入し、組
合を組織する団体の数は現在の18団体から20団体とする。

規約変更後の参加団体

退職手当

15町村
日野町江府町日南町衛生施設組合
南部町・伯耆町清掃施設管理組合
鳥取中部ふるさと広域連合

　加入する団体は、2団体とも、非常勤職員公務災害補償事務のみに参加し、組合におい
て共同処理する他２つの事務（退職手当支給事務、消防災害補償事務）には参加しない。

消防補償 15町村

非常勤等補
償

15町村
日野町江府町日南町衛生施設組合 ※南部箕蚊

屋広域連合
及び日野病
院組合を追加

南部町・伯耆町清掃施設管理組合
南部箕蚊屋広域連合
日野病院組合



提出課：  総務課

議案番号

81

（提案理由及び概要）

 １．理由　　

 ２．概要  教育委員会教育長（再任）

氏　名 任　期

後藤　弥 ３年

３．根拠法令　 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

提出課：  総務課

議案番号

82

（提案理由及び概要）

 １．理由　　

 ２．概要  教育委員会委員（新任）

氏　名 任　期

羽田　成夫 ４年

３．根拠法令　 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項

　教育委員会委員　仲倉玄雄氏　の任期が平成３１年２月１７日で満了となるため、新たな
委員として　羽田成夫氏　の任命について議会の同意を求めるもの。

伯耆町教育委員会教育長の任命について

伯耆町教育委員会委員の任命について

　教育長 後藤　弥　氏の任期が平成３１年２月１７日で満了となるため、再任について議会
の同意を求めるもの。



提出課： 総務課

議案番号

83

（提案理由及び概要）

 １．理由　　 平成30年8月の人事院勧告等に準じて、本町の給与について所要の改正を行うもの。

 ２．概要 ○給料表の改正（平均0.2％の引き上げ ）

○宿日直手当の引き上げ
・通常の宿日直勤務1回につき4,400円（改正前4,200円）
　（退庁時から引き続き一定時間以上の宿日直を行う場合にあっては、
　　6,600円（改正前6,300円））
・災害等の警戒勤務にあっては勤務1回につき、6,600円（改正前6,300円）を
　超えない範囲

○期末手当の支給割合の変更（増減なし）
　再任用職員以外の職員　6月、12月ともに1.3月
　再任用職員　　 　　　　　　6月、12月ともに0.725月

○勤勉手当の支給率の引き上げ
　再任用職員以外の職員　支給月数を0.05月分引き上げ（現行4.4月→改定4.45月）
　再任用職員　　 　　　　　　支給月数を0.05月分引き上げ（現行2.3月→改定2.35月）

（月）

期末 勤勉 期末 勤勉 期末 勤勉
職　員　6月期 1.225 0.9 1.225 0.9 1.3 0.925
　　　12月期 1.375 0.9 1.375 0.95 1.3 0.925
年　計

再任用　6月期 0.65 0.425 0.65 0.425 0.725 0.45
12月期 0.8 0.425 0.8 0.475 0.725 0.45

年　計

 ３．施行期日 一部の規定を除いて公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

伯耆町職員の給与に関する条例の一部改正について

現行 平成30年度 平成31年度

4.4 4.45 4.45

2.3 2.35 2.35


